
ディスクロージャー・ポリシー 

 

当社は、「熊谷組行動指針」において「株主、お客様、市民を問わず、広く社会に対し必

要な情報については、適時性を持った企業情報を開示し「開かれた企業」を目指して参り

ます」という行動理念を掲げています。この理念に基づき、当社は、持続的な成⾧と中⾧

期的な企業価値の向上に資するよう、経営及び事業活動等に関する情報を、適時、適切か

つ公平に開示するとともに、株主をはじめとしたステークホルダーの皆様との建設的な対

話の実施に努めます。 

1. 開示の基準 

当 社 は 、 会 社 法 、 金 融 商 品 取 引 法 そ の 他 諸 法 令 及 び当 社 株 式 を 上 場 し て いる 東

京 証 券 取 引 所  の 「 有 価 証 券 上場 規 程 」 に 定 め る 会 社情 報 の 適 時 開示 に 関 す る

規 定(以 下 「 適 時 開 示 規 則 」)に 従 っ て情 報 開 示 を 行 いま す 。 ま た 、法 令 や 適 時

開 示 規 則 に お い て 開 示 が 求 め ら れ な い 場 合 で あ っ ても 、 ス テ ー ク ホ ル ダ ーの 皆

様 に と っ て 有 用 と 判 断 し た 情 報 に つ い て は 、 積 極 的に 開 示 し ま す 。  

2. 情報開示の方法 

当 社 は 、 法 令 等 に 定 め ら れ た 方 法 に よ り 情 報 を 開 示し ま す 。 金 融 商 品 取 引法 に

基 づ く 開 示 は 、 金 融 庁 の 電 子 開 示 シ ス テ ム (EDINET)に よ り 、 適時 開 示 規 則 に基

づ く 開 示 は 、 東 京 証 券 取 引 所 の 適 時 開 示 情 報 伝 達 シス テ ム （ TDnet） に よ り行

う と と も に 、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ に 速 や か に 掲 載 し 、必 要 に 応 じ て 報 道 機 関へ 発

表 し ま す 。 ま た 、 こ れ ら 以 外 の 情 報 に つ い て も 、 内容 に 応 じ て 適 切 な 方 法に よ

り 広 く 開 示 し ま す 。  

3. インサイダー取引の未然防止及び公平な情報開示 

当 社 は 、 重 要 情 報 を 適 切 に 管 理 し イ ン サ イ ダ ー 取 引の 未 然 防 止 を 図 る こ と及 び

公 平 な 情 報 開 示 を 行 う こ と を 目 的 と し て 、 「 イ ン サイ ダ ー 取 引 防 止 社 内 規程 」

を 定 め て い ま す 。 ま た 、 通 達 に て イ ン サ イ ダ ー 取 引に 関 す る 注 意 喚 起 を 行い 、

グ ル ー プ 役 職 員 へ の 周 知 徹 底 と 理 解 啓 蒙 の 促 進 に 努め て い ま す 。  

4. 株主・投資家との対話 

当 社 は 、 株 主 ・ 投 資 家 と 建 設 的 な 対 話 を 積 極 的 に 行い 、 当 社 グ ル ー プ の 理解 促

進 と 信 頼 関 係 の 構 築 を 図 り ま す 。  



（1） 株 主 ・ 投 資 家と の 対 話 及び こ れ に 関 連す る 各 種 施 策 に つ い ては 、 管 理 本

部 ⾧ が そ の 統 括 を 行 い ま す 。  

（2） 株 主 ・ 投 資 家と の 対 話 を含 む IR 及 び SR に つ い て は 、 担 当 する 経 営 戦 略

本 部 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 推 進 部 及 び 管 理 本 部 財 務 部 が社 内 の 各 部 門 か ら の 情報 を

統 括 し 、 連 携 し て IR 及 び SR 活 動 を 推 進 し ま す 。  

（3） 個 別 面 談 以 外に も 、 決 算説 明 会 、 事 業説 明 会 、 中 期 経 営 計 画説 明 会 、 会

社 施 設 ・ 建 設 現 場 見 学 会 等 の 開 催 、 証 券 会 社 主 催 の投 資 家 カ ン フ ァ レ ン ス、 ス

モ ー ル ミ ー テ ィ ン グ へ の 参 加 な ど 、 対 話 の 手 段 の 充実 に 努 め ま す 。  

（4） 対 話 を 通 じ て把 握 し た 株主 ・ 投 資 家 の意 見 ・ 要 望 等 に つ い ては 、 そ の 重

要 性 に 応 じ て 経 営 陣 幹 部 も し く は 取 締 役 会 に 報 告 しま す 。  

（5） 上 記 の 対 話 及び 各 種 施 策の 実 施 に 際 して は 、 当 社 が 定 め る イン サ イ ダ ー

取 引 防 止 社 内 規 程 を 遵 守 し た 上 で 、 全 て の 株 主 ・ 投資 家 に 対 し て 公 正 か つ平 等

に 情 報 発 信 を 行 う こ と を 基 本 と し ま す 。  

5. 業績見通し等の将来に関する情報の取扱い 

業 績 見 通 し ・ 中 期 経 営 計 画 等 の 将 来 に 関 す る 情 報 は、 開 示 時 点 ま で に 入 手し て

い る 情 報 及 び 合 理 的 で あ る と 判 断 す る 一 定 の 前 提 に基 づ い て お り 、 実 際 の業 績

等 は 様 々 な 要 因 に よ り 大 き く 異 な る 可 能 性 が あ り ます 。  

6. 沈黙期間 

当 社 は 、 決 算 情 報 の 漏 洩 を 防 ぎ 、 情 報 開 示 の 公 平 性を 確 保 す る た め 、 各 四半 期

決 算 期 末 日 の 翌 日 か ら 決 算 発 表 日 ま で を 沈 黙 期 間 とし ま す 。 沈 黙 期 間 中 は、 決

算 に 関 す る 質 問 へ の 回 答 や コ メ ン ト を 差 し 控 え ま す。 た だ し 、 沈 黙 期 間 中で あ

っ て も 、 す で に 公 表さ れ て い る 情 報 に 関 する 質 問 や 中 ⾧ 期 の 事 業戦 略 、 ガ バ ナ 

ン ス 、 あ る い は 幅 広 い 事 業 環 境 ・ リ ス ク な ど に つ いて の 対 話 を 妨 げ る も ので は 

あ り ま せ ん 。 ま た 、 法 令 や 適 時 開 示 規 則 に 沿 っ た 情報 開 示 は 行 い ま す 。  

7. 適時開示規則に基づく情報開示フロー 

(1)経 営 関 連 情 報 の 収集   

各 部 門 か ら の 起 案 事 項 、 決 算 情 報 又 は 発 生 事 実 に 関す る 重 要 な 経 営 関 連 情報 が

経 営 戦 略 本 部 秘 書 部 に 集 約 さ れ ま す 。  

 



(2)情 報 取 扱 責 任 者 への 報 告   

経 営 戦 略 本 部 秘 書 部 は 、 必 要 に 応 じ て 会 社 意 思 決 定の 手 続 き を 開 始 す る とと も

に 、 当 該 重 要 情 報 を 情 報 取 扱 責 任 者 へ 報 告 し ま す 。  

(3)情 報 開 示 の 決 定   

情 報 取 扱 責 任 者 は 、 適 時 開 示 規 則 に 基 づ き 当 該 情 報の 開 示 の 必 要 性 を 検 討し 、

開 示 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 は 取 締 役 会 等 に 報 告 の うえ 、 開 示 担 当 部 署 （ 経営 戦

略 本 部 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 推 進 部 ） に 開 示 の 指 示 を 行い ま す 。  

(4)情 報 開 示   

開 示 担 当 部 署 は 、 東 京 証 券 取 引 所 に 適 時 適 切 な 情 報開 示 を 行 い 、 併 せ て 報道 機

関 へ の 発 表 及 び 自 社 ホ ー ム ペ ー ジ へ 当 該 情 報 の 掲 載を 行 い ま す 。  

 

適時開示体制 模式図 
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